
高
等
部
は
9
千
円
以
内
。
大
学
、
短
大
、

高
等
専
門
学
校
の
第
4
～
5
学
年
の
課
程

は
2
万
5
千
円
以
内

申
5
月
31
日
㈭
ま
で
に
教
育
委
員
会
へ
申

　

請
。
申
請
書
類
は
教
育
委
員
会
学
校
教

　

育
課
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
町
HP
か

　

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

■
そ
の
他
／
奨
学
生
は
選
考
委
員
会
で
決

　

定
し
ま
す
。
な
お
、
選
考
に
あ
た
り
、

　

本
人
学
力
・
保
護
者
所
得
な
ど
の
要
件

　

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
事
前
に
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。
※
現
在
制
度
を
受
け

て
い
る
方
も
改
め
て
申
請
が
必
要

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　

☎
56
―
８
０
１
８

「
ぼ
う
け
ん
く
ら
ぶ
」
会
員
募
集

■
募
集
対
象
／
町
内
の
小
学
生

■
活
動
期
間
、
日
時
／
４
月
下
旬
～
11
月

　

末
の
毎
週
火
・
水
曜
日
15
時
～
18
時

■
活
動
場
所
／
旧
比
羅
夫
小
学
校
（
冒
険

　

家
族
）

■
移
動
手
段
／
町
内
小
学
校
か
ら
送
迎

■
参
加
費
／
月
4
千
円
※
別
途
保
険
料
千
円

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
自
然
生
活
体
験
セ
ン
タ
ー

　

冒
険
家
族
☎
22
―
３
７
５
９

■
日
時
／
4
月
２
日
～
6
月
30
日

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た
め

野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対
象
）

を
実
施
し
ま
す
。
愛
犬
が
対
象
と
な
ら
な

い
よ
う
次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

　

日
9
時
～
12
時

■
活
動
場
所
／
倶
知
安
小
学
校

■
入
団
費
／
４
１
０
０
円
（
保
険
料
含
）

問
☎
22
―
１
１
６
８
（
倶
小
・
輪
嶋
）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
少
年
団

■
対
象
／
小
学
生
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
月
・
火
・
金
曜
日　

　

16
時
30
分
～
18
時

■
活
動
場
所
／
倶
知
安
小
学
校

■
入
団
費
／
3
千
円
（
登
録
・
保
険
料
含
）

問
☎
０
８
０
―
１
８
９
６
―
３
８
９
８（
竹
内
）

雪
ん
子
館
厨
房
施
設
を
使
用
し
、
食
堂

な
ど
の
営
業
を
希
望
す
る
方
は
当
該
施
設

使
用
許
可
申
請
書
に
営
業
方
針
・
内
容
に

関
す
る
資
料
を
添
え
て
、
4
月
18
日
㈬
ま

で
に
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
使
用
開
始
予
定
／
5
月
中
旬
以
降

■
月
額
使
用
料
／
７
２
０
０
円

■
光
熱
水
費
／
使
用
者
の
実
費
負
担

■
使
用
期
間
／
１
年
（
年
度
更
新
で
き
る

場
合
有
）

※
条
件
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
要
問
合
せ

問
建
設
課
公
園
施
設
係
☎
56
―
８
０
１
１

町
内
在
住
の
保
護
者
の
方
で
、
こ
の
春

お
子
さ
ん
が
、
高
校
・
大
学
に
進
学
や
在

学
し
、
さ
ら
な
る
学
業
向
上
を
目
指
す
方

へ
の
奨
学
金
制
度
で
す
（
こ
の
奨
学
金
は

返
済
不
要
で
す
の
で
、
他
の
奨
学
金
制
度

と
の
重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

■
募
集
区
分
と
奨
学
金
額
／

高
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
専
門
学

校
の
第
1
～
3
学
年
の
課
程
、
専
修
学
校

　

○
一
般
／
18
歳
以
上
34
歳
未
満
の
者

　

○
技
能
／
18
歳
以
上
で
別
に
定
め
る
国

　
　

家
免
許
資
格
な
ど
を
有
す
る
者

　

※
い
ず
れ
も
詳
細
は
倶
知
安
地
域
事
務

　
　

所
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

■
受
付
期
間
／
～
4
月
6
日
㈮

■
試
験
期
日
／
4
月
14
日
㈯
～
18
日
㈬
の

い
ず
れ
か
1
日
を
指
定
さ
れ
ま
す

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

　
■
入
会
式
／
4
月
13
日
㈮
9
時
40
分
受
付

■
活
動
時
間
／
10
時
～
11
時
30
分

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

■
対
象
／
1
歳
半
～
未
就
園
児
と
保
護
者

■
会
費
／
月
４
０
０
円
と
保
険
代　

問

w
anpaku-sc@w

anpaku.sakura.ne.jp

■
開
講
日
／
5
月
８
日
～
10
月
2
日（
予
定
）

　

毎
週
火
曜
、
19
時
～
21
時
ま
で
全
21
回

■
会
場
／
保
健
福
祉
会
館

■
受
講
料
／
無
料
※
テ
キ
ス
ト
代
実
費

問
申
社
会
福
祉
協
議
会
☎
22
―
４
１
５
０

　

初
心
者
歓
迎
で
す
。

■
対
象
／
町
民
ど
な
た
で
も

■
会
費
／
年
2
千
円

■
主
な
活
動
／
４
月
～
10
月
は
月
に
１
回

　

月
例
コ
ン
ペ
を
開
催
、
他
町
村
の
大
会

　

へ
も
参
加
し
ま
す

■
活
動
場
所
／
旭
ケ
丘
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

■
締
切
日
／
4
月
10
日（
以
降
随
時
受
付
）

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－11－ －10－

土地家屋の価格等の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

■日時／ 4月 2日 (月 ) ～ 5月 31 日 ( 木 )

　8 時 45 分～ 17 時 30 分※土・日、祝祭日を除く

■場所／役場１階資産税係（窓口⑩）

問税務課資産税係☎ 56-8004

【縦覧】納税者が所有する土地家屋の価格と、町内の他の

土地家屋の価格を比較できるように縦覧帳簿に記載された

次の事項を縦覧します。

土地＝所在、地番、地目、地積、価格

家屋＝所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

　縦覧できる人は本町の固定資産税納税者とその同居親

族、納税管理人、納税者の委任状のある代理人に限られま

す。なお、土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、

土地家屋両方の納税者は土地家屋両方の縦覧ができます。

【閲覧】自己の所有する固定資産税の課税台帳は所有者と

その同居親族、納税管理人、委任状のある代理人が閲覧で

きます。また、借地・借家人などの土地・建物について賃

借権を有する人もその権利の対象となる固定資産について

記載された部分を閲覧することができます。この場合、賃

貸借契約書などの権利を証明する書類の提示が必要です。

※縦覧や閲覧するときは運転免許証、健康保険証などの身

分証明書を必ず持参してください。

納め忘れはありませんか？

　税金の納め忘れのある方は、至急納付してください。

また、「町税を納付できない事情がある」「納付書を紛失し

てしまった」など、納税に関する相談は随時受け付けてい

ますので、お気軽に納税係 (窓口⑨ )へ連絡またはお越し

ください。

問税務課納税対策室納税係☎ 56-8002

町道民税・軽自動車税のこと（窓口⑧）住民税係 56-8003
税金の納付方法、納税相談（窓口⑨）納税係 56-8002
固定資産税のこと（窓口⑩）資産税係 56-8004

募

集

野
犬
掃
討

児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
（
パ
ー
ト
）
若
干
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
の
子
育
て
経
験
者

■
任
用
期
間
／
5
月
１
日
～
平
成
31
年
3

　

月
31
日
（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
主
に
障
が
い
児
対
応
、
遊

　

び
を
通
じ
た
生
活
指
導
な
ど

■
勤
務
時
間
／
月
～
金
曜
、
14
時
～
18
時

■
勤
務
場
所
／
町
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

■
賃
金
／
時
給
８
５
０
円
※
雇
用
保
険
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
必
要
事
項
記
入

　

の
上
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状

　

を
添
え
て
4
月
13
日
㈮
ま
で
に
提
出

問
申
福
祉
医
療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室
福

　

祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

公
園
施
設
維
持
職
員
（
非
常
勤
）
1
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
ま
た
は
居
住
可

　

能
な
65
歳
未
満
で
普
通
自
動
車
免
許
所
持

■
任
用
期
間
／
５
月
１
日
～
11
月
30
日

　
（
翌
年
同
期
間
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
公
園
施
設
の
維
持
管
理

　
（
草
刈
り
、
施
設
整
備
補
修
な
ど
）

■
勤
務
時
間
／
月
～
木
曜
、
8
時
45
分
～

　

17
時
30
分

■
勤
務
場
所
／
役
場
分
庁
舎

■
賃
金
／
月
額
15
万
円
程
度
（
経
験
年
数

　

に
よ
る
）

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
必
要
事
項
記
入

　

の
上
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状

　

を
添
え
て
4
月
18
日
㈬
ま
で
に
提
出

問
申
建
設
課
公
園
施
設
係

　

☎
56
―
８
０
１
１

総
合
体
育
館
事
務
補
助
員(

パ
ー
ト)

１
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
の
60
歳
未
満
で

　

簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
の
で
き
る
方

■
任
用
期
間
／
5
月
１
日
～
平
成
31
年
3

　

月
31
日
（
以
降
更
新
可
能
）

倶
知
安
町
奨
学
金
制
度

わ
ん
ぱ
く
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
会
員

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
受
講
生

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
協
会
会
員
募
集

■
業
務
内
容
／
総
合
体
育
館
事
務
補
助
全

　

般
、
電
話
・
窓
口
対
応

■
勤
務
時
間
／
週
５
日
、
９
時
～
14
時
45

　

分
※
土
・
日
・
祝
日
勤
務
有

■
勤
務
場
所
／
総
合
体
育
館

■
賃
金
／
時
給
８
５
０
円
※
社
保
・
雇
用

　

保
険
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
必
要
事
項
記
入

　

の
上
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状

　

を
添
え
て
4
月
13
日
㈮
ま
で
に
提
出

問
申
総
合
体
育
館
☎
22
―
２
２
８
８

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
管
理
業
務
職
員
（
非
常

勤
）
１
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
で
65
歳
未
満
の
方

■
任
用
期
間
／
5
月
中
旬
～
10
月
31
日

■
業
務
内
容
／
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
管
理
業

　

務
（
利
用
許
可
、利
用
料
の
収
受
な
ど
）

■
勤
務
時
間
／
早
出
は
８
時
～
13
時
15
分
、

　

遅
出
は
13
時
～
18
時
15
分
、
夜
間
は
18

　

時
～
21
時
※
夜
間
は
6
月
1
日
～
9
月

　

30
日
の
木
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で

■
勤
務
場
所
／
旭
ケ
丘
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

■
賃
金
／
月
額
12
万
円
※
社
保
・
厚
生
年

　

金
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
必
要
事
項
記
入

　

の
上
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状

　

を
添
え
て
4
月
13
日
㈮
ま
で
に
提
出

問
申
総
合
体
育
館
☎
22
―
２
２
８
８

一
般
曹
候
補
生
（
第
一
回
）

■
受
験
資
格
／
4
月
1
日
現
在
、
18
歳
以

　

上
27
歳
未
満
の
者
※
平
成
4
年
4
月
2

　

日
～
平
成
13
年
4
月
1
日
ま
で
生
ま
れ

■
受
付
期
間
／
～
5
月
1
日
㈫

■
試
験
期
日
／
5
月
26
日
㈯
（
一
次
）、

　

6
月
27
日
㈬
～
7
月
2
日
㈪
（
二
次
）

　

※
い
ず
れ
か
1
日
を
指
定
さ
れ
ま
す

予
備
自
衛
官
補

■
受
験
資
格
／

問
申
倶
知
安
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
協
会
事
務
局　

中
田
正
男
☎
22
―
４
９
８
５

※
協
会
会
員
へ
の
直
接
申
込
も
可
能

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

■
対
象
／
小
学
生
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
水
・
金
曜
日
18
時
～

　

19
時
30
分

■
活
動
場
所
／
総
合
体
育
館

■
入
団
費
／
年
会
費
6
千
円
と
保
険
料

　

８
０
０
円

■
結
団
式
／
4
月
27
日
㈮
予
定

問
☎
０
９
０
―
４
８
７
５
―
１
８
０
９（
新
保
）

剣
道
少
年
・
少
女

■
対
象
／
小
学
１
年
～
中
学
３
年
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
火
・
木
・
土
曜
日
18

　

時
30
分
～
20
時

■
活
動
場
所
／
総
合
体
育
館

■
入
団
費
／
年
9
千
円
（
保
険
料
含
）

■
活
動
内
容
／
礼
法
、
剣
道
の
基
礎
、
各

種
大
会
参
加

問
☎
22
―
１
１
２
１
（
役
場
・
菊
地
）

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
少
年
団

■
対
象
／
小
学
3
年
～
中
学
３
年
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
木
曜
日
18
時
30
分
～

　

20
時
30
分

■
活
動
場
所
／
総
合
体
育
館

■
入
団
費
／
年
会
費
３
５
０
０
円
と
保
険

　

料
８
０
０
円

■
結
団
式
／
4
月
12
日
㈭
18
時
30
分
～

申
込
用
紙
は
総
合
体
育
館
に
あ
り
ま
す

問
FAX 

22
―
１
５
９
９
、
☎
０
８
０
―

　

１
８
９
２
―
０
０
０
１
（
常
盤
）

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
少
年
団

■
対
象
／
小
学
２
年
～
６
年
の
男
女

■
活
動
時
間
／
毎
週
火
・
木
曜
日
18
時
30

　

分
～
20
時
45
分
。
４
月
～
11
月
は
土
曜

自
衛
官
募
集

非
常
勤
・
パ
ー
ト
職
員
募
集

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
員
募
集

旭
ケ
丘
公
園
雪
ん
子
館
厨
房
施
設

の
使
用
者
募
集

周

知

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
自
然
生
活
体
験
セ
ン

タ
ー
冒
険
家
族
か
ら
の
お
知
ら
せ



　

で
す
。
毎
年
多
く
の
生
徒
が
入
学
し
、

　

座
学
や
宿
泊
旅
行
な
ど
を
通
し
て
、
学

　

び
の
輪
・
仲
間
づ
く
り
の
輪
を
広
げ
て

い
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
詳
し
く
は
本
号
折
込
チ
ラ
シ

　

を
ご
確
認
く
だ
さ
い

平
成
30
年
度
の
移
動
献
血
車
来
町
予
定

は
次
の
と
お
り
で
す
。

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

「相談室から」

　この一年間もさまざまな苦情や問い合わせ

を受けました。インターネットや携帯電話、

郵便を利用した通信販売や各サイトに関わる

苦情として、注文した品と実物が違ったこと

や架空請求など、相手の顔が見えないだけに

解決後もすっきりしない気持ちが残ります。

甘い言葉やもうけ話にはご注意ください。

倶知安消費者協会総会のご案内

日時／ 4月 2日（月）10 時 30 分～ 12 時

場所／町文化福祉センター中ホール

議事／平成 29 年度各報告、平成 30 年度計画・

　　　予算（創立 50 年行事を含む）

　町民を消費者被害から守るための行動や行

事など、皆さんの協力を得て頑張っていくた

めに、ご意見やご要望などをお出しください。

　皆さんの参加をお待ちしています。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

－12－

春
の
全
道
火
災
予
防
運
動
　

4
月
20
日
～
4
月
30
日

統
一
標
語

『
火
の
用
心
　
こ
と
ば
を
形
に
　
習
慣
に
』

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い

時
季
を
迎
え
、
町
民
の
火
災
予
防
思
想
に

つ
い
て
一
層
の
普
及
を
図
り
、
火
災
の
防

止
と
犠
牲
者
の
発
生
お
よ
び
財
産
の
損
失

を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
札
幌
市
の
共
同
住
宅
に
お

い
て
男
女
11
人
が
死
亡
す
る
火
災
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
惨
事
を
防
ぐ

た
め
、
日
頃
か
ら
寝
た
ば
こ
を
し
な
い
、

火
を
使
う
と
き
は
そ
ば
か
ら
離
れ
な
い
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
な
ど
火

災
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

3 月 15 日 ( 木 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 30 年 平成 29 年
人　身 9 件 7 件
物　損 268 件 168 件
死　者 0 名 0 名

2 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 30 年 平成 29 年
火　災 2 件 2 件
救　急 196 件 207 件
救　助 5 件 5 件
その他 18 件 11 件

2 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 30 年 2月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

16,417 人

 8,366 人

 8,051 人

9,060 世帯

（前月比 - 75）

（前月比 - 39）

（前月比 - 36）

（前月比 - 71）

うち外国籍住民 1,587人（前月比 - 61）

主
な
事
件

▽
暴
行
事
件
の
発
生

路
上
で
の
口
論
か
ら
発
展
し
暴
力
を
受

け
る
暴
行
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
器
物
損
壊
事
件
の
発
生

宿
泊
施
設
、
商
業
施
設
、
車
両
の
ガ
ラ

ス
が
割
ら
れ
る
器
物
損
壊
事
件
が
3
件
あ

り
ま
し
た
。

▽
窃
盗
（
万
引
き
）
事
件
の
発
生

ス
ポ
ー
ツ
用
品
店
や
ス
ー
パ
ー
で
陳
列

中
の
商
品
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
2
件
あ
り

ま
し
た
。

交
通
事
故

▽
2
月
2
日
、
町
道
の
十
字
路
交
差
点
に

お
い
て
、
前
方
不
注
視
の
ま
ま
右
折
進
入

し
た
こ
と
か
ら
対
向
車
と
衝
突
す
る
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

ごめいふくをお祈りします

　
　裁判所の手続きを利用するとき、どの裁判所に申立てを行う必

要があるのでしょうか。もし遠方の裁判所を利用しなければなら

ない場合、費用や時間、労力の点で大変な負担となることからこ

れは重要な問題です。ある事件をどの裁判所で行うかどうかの定

めを管轄といい、法律により定められています。

　例えば A さんが B さんに対し、C 市で起きた交通事故に関する

損害賠償請求の訴訟を提起する場合、A さんの住所地、B さんの

住所地、C 市を管轄する裁判所のいずれの裁判所にも提起するこ

とができます。

　B さんの住所地と提起された裁判所が遠い場合、B さんは基本

的に遠い裁判所に行かなければなりませんが、弁論準備手続とい

う手続に付された場合など、裁判所が認めたときは電話会議シス

テムで参加することもあります。

　A さんが B さんを相手に離婚調停を申し立てる場合、基本的に

Bさんの住所地の裁判所に申立てをしなければなりません。

　A さんの住所地と裁判所が遠い場合、先程の電話会議システム

が用いられることもあります。また、経済的理由から遠方の裁判

所に行く交通費などを支出することが困難な場合、本来の管轄

裁判所とは異なるけれども Aさんの住所地の裁判所に申立てを行

い、裁判所の裁量で認めてもらうこともあります。

　現在の制度では、どの裁判所が管轄裁判所となるかどうかは、

当事者の負担に大きく影響します。IT の発達に伴い、当事者に

負担のかからない裁判制度とすることが望まれます。

－13－

訴
訟
や
調
停
は
ど
の
裁
判
所
に
も

起
こ
せ
る
の
？

▽
2
月
18
日
、
町
道
の

十
字
路
交
差
点
に
お
い

て
、
一
時
停
止
標
識
を

見
落
と
し
、
一
時
停
止

せ
ず
に
交
差
点
内
に
進

入
し
た
こ
と
か
ら
、
右

方
か
ら
来
た
車
両
と
出

会
い
頭
衝
突
す
る
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

　

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

　

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

　

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
は
す
ぐ
に
役
場

　

に
連
絡
を
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室

　

☎
56
―
８
０
０
８

4
月
1
日
か
ら
手
当
額
が
次
の
と
お
り

改
定
さ
れ
ま
す
。

問
福
祉
医
療
課
福
祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

問
後
志
総
合
振
興
局
社
会
福
祉
課
地
域
福

　

祉
係
☎
23
―
１
９
３
８
、
同
子
ど
も
子

　

育
て
支
援
室
☎
23
―
１
９
３
５

公
民
館
文
化
講
座
／
本
年
度
も
各
種
講
座

　

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
新
し
く
何
か
を

　

始
め
た
い
と
お
考
え
の
方
、
お
気
軽
に

　

参
加
く
だ
さ
い
。

寿
大
学
／
町
内
の
65
歳
以
上
の
方
を
対
象

　

に
設
置
し
た
進
ん
で
学
ぶ「
総
合
大
学
」

児
童
扶
養
手
当
等
の
額
改
定

献
血
に
ご
協
力
を

手当の名称 3 月まで 4 月から
児童扶養手当

（全部支給） 42,290 円 42,500 円

児童扶養手当
（一部支給）

42,280 円
～ 9,980 円

42,490 円
～ 10,030 円

特別児童扶養手
当（1 級） 51,450 円 51,700 円

特別児童扶養手
当（2 級） 34,270 円 34,430 円

特別障害者手当 26,810 円 26,940 円
障害児福祉手当 14,580 円 14,650 円
経過的福祉手当 14,580 円 14,650 円

実施日 献血場所 受付時間

4 月 18 日㈬
ようてい農業協同組合   9：00 ～ 11：30
倶知安厚生病院 13：00 ～ 16：30

6 月 28 日㈭ 倶知安町役場   9：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：30
8 月 23 日㈭ 後志総合振興局   9：00 ～ 11：45、13：00 ～ 15：30

9 月   5 日㈬
ようてい農業協同組合   9：00 ～ 11：30
倶知安厚生病院 13：00 ～ 16：30

10 月 23 日㈫ 倶知安町役場   9：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：30
12 月 14 日㈮ 後志総合振興局   9：00 ～ 11：45、13：00 ～ 15：30

3 月   7 日㈭ 倶知安町役場   9：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：30

問
倶
知
安
町
献
血
推
進
協
議
会

　

☎
56
―
８
０
０
５（
町
住
民
環
境
課
内
）

住
民
の
皆
さ
ん
の
行
政
に
対
す
る
苦
情

や
意
見
、
要
望
を
お
聞
き
し
ま
す
。
役
所

や
特
殊
法
人
な
ど
の
仕
事
に
つ
い
て
お
困

り
の
こ
と
や
、
意
見
を
お
持
ち
の
方
は
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
※
相
談
無

料
、
秘
密
厳
守

■
相
談
員
／

　

山
品　

幸
子
（
や
ま
し
な　

ゆ
き
こ
）

　

☎
22
―
０
８
５
１

　

池
田　

寿
恵
子
（
い
け
だ　

す
え
こ
）

　

☎
22
―
１
７
２
２

■
相
談
内
容
／
年
金
、
福
祉
、
道
路
、
登

　

記
、
郵
便
・
貯
金
、
消
費
者
保
護
、
雇

　

用
保
険
、
役
所
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
な
ど

定
例
行
政
相
談
所

■
日
時
／
4
月
21
日
、
6
月
16
日
、
8
月

　

18
日
、
10
月
20
日
、
12
月
15
日
、
2
月

　

20
日
の
13
時
30
分
～
16
時

■
場
所
／
公
民
館
研
修
室

問
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

　

☎
56
―
８
０
０
５

町
は
、
農
作
物
の
被
害
防
止
の
た
め
有

害
鳥
獣
の
捕
獲
に
必
要
な
狩
猟
免
許
を
新

た
に
取
得
し
た
方
に
、
要
し
た
経
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

■
免
許
の
種
類
／
第
一
種
銃
猟
免
許
、
わ

　

な
猟
免
許

■
対
象
条
件
／

・
倶
知
安
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
の

あ
る
方

・
猟
友
会
に
入
会
し
、
町
が
行
う
鳥
獣
捕

獲
に
5
年
間
従
事
す
る
方

・
町
税
に
滞
納
の
な
い
方

■
補
助
対
象
経
費
／
狩
猟
免
許
試
験
申
請

　

手
数
料
な
ど

■
補
助
金
額
／
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
8

問
農
林
課
畜
産
林
政
係

　

☎
56
―
８
０
１
０

倶
知
安
技
能
士
会
が
奉
仕
活
動
の
一
環

と
し
て
行
い
ま
す
。

■
日
時
／
４
月
8
日
㈰
９
時
～
10
時
受
付

■
場
所
／
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

問
同
会
事
務
局
☎
22
―
１
１
０
８

狩
猟
免
許
の
取
得
経
費
補
助

無
料
包
丁
研
ぎ（
1
人
二
本
ま
で
）

公
民
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

行
政
相
談
に
つ
い
て

倶知安ひまわり
基金法律事務所

弁護士渡邉　恵介
　☎ 21-6228
　HP www.kutchan-himawari-
          lawoffice.com


